
１　意見募集の期間

　　令和６年１２月１３日（金）から令和７年１月１３日（月）まで

２　意見の状況

　　意見書等の数：８通（実数）　／　具体的な意見の数：５８件（延べ数）

３　寄せられた御意見と考え方・対応

意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

1 1 41 保健・医療

　秋田県では無痛分娩が進んでいない。無痛分娩が進めば、
秋田に里帰り出産や将来の移住へつながる可能性もある。

・無痛分娩については、医療上の必要性のほか、妊産婦の希
望により対応する病院・クリニックがあると認識しておりま
す。世界保健機関（ＷＨＯ）は、産痛緩和を求める健康な妊
産婦に対して、妊産婦の希望に合わせて硬膜外麻酔を使用す
ることを推奨しております。しかし、無痛分娩が一般的では
ない日本における健康上の有用性については、まだ十分な
データや研究が不足している状況です。
・現在、国では令和８年度を目途に、出産費用の保険適用の
導入など、出産に関する支援策の強化を検討しており、その
中で無痛分娩に関する議論もなされているところです。本県
においても、これらの動向を踏まえながら、安全な周産期医
療提供体制の整備を進め、妊産婦が安心して出産できる環境
づくりに努めてまいります。

2 2 48 子育て支援

　多様な事業者の参入・能力活用事業として、健康面や発達
面において、特別な支援が必要なこどもを受け入れる私立の
認定こども園の設置者に対して、職員の加配に必要な費用の
一部等を補助するとあるが、事業内容として特別支援のため
の職員加配費用の一部補助が該当するのか疑問に思う。
　また、特別支援に係る人件費は保育施設運営者の大きな負
担になっており、補助については対象を認定こども園に限定
せず、全ての保育施設に対してとするべきではないか。

・健康面や発達面において特別な支援が必要な子どもを受け
入れる私立の就学前施設におきましては、職員を加配し、教
育・保育を適切に行うことが重要であることから、法令等に
基づき、国、県、市町村がそれぞれの役割の下に財政支援を
行っております。
・本事業では、認定こども園のうち、社会福祉法人立の施設
（幼稚園部分）を対象に支援しておりますが、学校法人立の
認定こども園や幼稚園につきましては、私学助成により支援
しております。また、認定こども園の保育所部分や保育所に
つきましては、市町村の補助制度により支援するなど、それ
ぞれの就学前施設において、財政支援が受けられる状況にあ
ります。

「秋田県こども計画（素案）」に関する意見募集の結果について

　県では「秋田県こども計画（素案）」について御意見を募集しておりましたが、その結果は次のとおりです。

　貴重な御意見をお寄せいただき、ありがとうございました。
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

3 3 33
こどもの

権利

　こども・若者の意見の政策反映について、こども家庭庁の
示す「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライ
ン」や「自治体こども計画策定のためのガイドライン」のみ
ならず、それらの策定に当たっての意見募集（パブリック・
コメント）の結果にも配慮して計画を策定すべきである。

・国の「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライ
ン」策定に当たっての意見募集については、計画策定状況の
公表、意見聴取テーマの設定、意見聴取の方法等に関し、
「自治体で適切に対応することと思料する」とこども家庭庁
は考え方を示しているところであり、本計画の策定に当たっ
ても、「秋田県こども計画策定委員会」を設置し、計画内容
や意見の聴取方法等について、委員の皆様から御意見を伺い
ながら、地域の実情に合った計画策定に努めてきたところで
あります。

3 4 33
こどもの

権利

　こども・若者の意見の政策反映について、自治体の責務と
して、「意見を聞く対象が一部の個人、団体、地域、あるい
は一部の属性に偏らないように努める」としてはどうか。

・こども・若者からの意見聴取については、意見表明の場を
適切に設け、こども・若者や子育て当事者の意見を聴きなが
ら本計画を進めることとしています。また、不登校や社会的
養護の下で生活しているこども・若者等、声が届きにくいと
思われるこども・若者や子育て当事者からも意見を聴取する
よう努めてまいります。

3 5 33 進捗管理

　こども・若者の意見の政策反映について、自治体の責務と
して、「意見を聞くに当たって連携する団体について、広く
その情報収集に努め、適格性を慎重に判断する」としてはど
うか。

・本県では、こども・若者・子育てに関する施策を総合的に
調査審議する秋田県こども施策審議会を令和７年４月に設置
することとしており、当該機関の委員の皆様からの御意見を
伺いながら、事業連携や意見聴取する団体等を判断していき
たいと考えております。

3 6 33
こどもの

権利

　自治体の責務として、「こども・若者の自由な意見発信が
大人に妨げられることが無いよう、連携する民間団体や保護
者、地域社会といった関係者とともに、配慮する」としては
どうか。

・「施策項目１：こども・若者が健やかに成長できる環境整
備」中、「施策１：こども・若者が権利の主体であることの
社会全体での共有等」の「③こども・若者の意見表明の機会
の確保」においてこども・若者等が安心・安全に意見を述べ
る機会をつくることとしております。

3 7 33
こどもの

権利

　こども・若者の意見の政策反映について、こども計画にお
いて、意見聴取に関し、特定の主義主張に紐付けるような記
述をしないよう求める。

・「施策項目１：こども・若者が健やかに成長できる環境整
備」中、「施策１：こども・若者が権利の主体であることの
社会全体での共有等」の「③こども・若者の意見表明の機会
の確保」においてこども・若者等が安心・安全に意見を述べ
る機会をつくることとしているところですが、計画策定後
も、記載内容に基づいた意見聴取に努めてまいります。

3 8 33 進捗管理

　こども・若者の意見の政策反映について、行政および連携
する団体等に関する情報や聴取した意見、質疑等の経緯、そ
してその提言に対する行政の対応など、細やかに情報公開に
努めることを自治体の責務として記載してはどうか。

・本計画の進行管理に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを導入
し、各施策の効果の検証と目標の達成状況の確認を毎年度実
施し、県公式ウェブサイトで公表するほか、県の附属機関と
してこども・若者・子育てに関する施策を総合的に調査審議
する秋田県こども施策審議会（令和７年４月設置予定）から
の意見等を踏まえつつ、課題を整理して次年度の施策・事業
に反映させることとしております。
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

3 9 6 進捗管理

　官民一体となって少子化への対応をはじめとする人口減少
対策を推進するとあるが、少子化対策について、現在こども
家庭庁が主管する各種の支援事業には出生率改善と相関する
事業は存在しないことから、ＥＢＰＭの観点からは個々の自
治体において支援事業と出生率改善とを独自に結びつける際
には地域の事情に沿って十分にその効果とコストとを考慮
し、その結果を市民に開示することが必要である。

・本県では、少子化対策として、若者の転出超過の抑制に向
け、働く場の確保や魅力ある職場づくり、賃金水準の向上等
の経済的側面に加え、若者が都会にあこがれる大きな要因で
ある自由で開かれた地域社会づくりなどに重点的に取り組
み、結婚や子育てに関する支援と併せて総合的な施策として
実施しているところであります。
　なお、少子化対策に限らず、県の政策や施策等について
は、秋田県政策等の評価に関する条例等に基づき、評価を実
施し、それらの情報を県公式ウェブサイトへ掲載するなどに
より、広く県民に公表しております。

3 10 57
高等教育
就職支援

　大学等の高等教育への就学支援について、就学せずに働く
ことも、こども・若者の権利であり前向きな選択肢の一つで
あることを明記すること、そして就学者への過剰な支援によ
り非就学者が不利となって新たな不平等を生まないよう配慮
すること。

・「施策項目２：秋田の未来を切り拓くこども・若者への支
援」中、「施策３：社会への旅立ちの支援」において、こど
も・若者が将来のどのような進路を選択するにしても、自ら
の夢を実現させることができるよう、きめ細かな就職支援を
行うこととしております。

3 11 5 進捗管理

　本計画に関する様々な施策、事業に関して、自治体におい
て年度ごとに事業評価がなされ確実に市民に公開されること
を望む。

・本計画の進行管理に当たっては、ＰＤＣＡサイクルを導入
し、各施策の効果の検証と目標の達成状況の確認を毎年度実
施し、県公式ウェブサイトで公表するほか、県の附属機関と
してこども・若者・子育てに関する施策を総合的に調査審議
する秋田県こども施策審議会（令和７年４月設置予定）から
の意見等を踏まえつつ、課題を整理して次年度の施策・事業
に反映させてまいります。
・本計画策定後は、条約に定められたこどもの権利の実現に
向け、こども・若者が権利の主体であることを、シンポジウ
ムの開催やＳＮＳを活用した情報発信等を通じて、広く周知
していきたいと考えています。
・学校では、教育活動全体を通じて自他の人権を守ろうとす
る意識・意欲・態度の向上を図るとともに、こどもたちが性
について正しく理解し、適切に行動できるよう計画的に性に
関する指導を進めております。
・プレコンセンプションケアについては、男女を問わず、性
や妊娠に関する正しい知識を身につけ、健康管理を促す取組
であると認識しております。現在国ではプレコンセプション
に関する課題について若い世代のニーズを踏まえ、有識者の
知見を得ながら検討することとしており、性や妊娠に関する
正しい知識の普及と情報提供のあり方や妊娠を考える方の健
康管理に関する相談支援のあり方について議論されていると
ころです。本県においても、これらの動向を踏まえながら、
性と健康に関する正しい知識の普及に向けて取り組んでまい
ります。

4 12
32
39
62

こどもの
権利

　「こども基本法」の基本理念である「児童の権利に関する
条約（こどもの権利条約）」を理解している県民はほとんど
いない。まずは「こどもの権利条約」を周知し理解を図るた
めの啓発活動を全県、全市町村、学校等で複数年かけて充分
に行ってほしい。
　特に人権教育や性教育が公教育で正しく継続的に実践され
るようになれば意義は大きい。単なる「思いやり教育」や
「スローガン的な教育」ではなく自他を「権利の主体」とし
てとらえ実践できる教育や包括的な性教育を望む。
　また、少子化対策としての「プレコンセプションケアの推
進」ではなく「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生
殖に関する権利）」の考えから健康や結婚等を考えてほし
い。「秋田県こども計画」の策定にも「こども・若者の意
見」が反映されるようであればよい。「大人に忖度するこど
もたち」の意見でないことを願う。
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

・また、自分の生き方を主体的に選ぶためにも、それぞれの
タイミングで正しい知識を身につけておく必要があると考え
ておりますので、結婚や妊娠・出産といったライフイベント
を視野に入れた人生設計を考える機会や正しい情報を、各年
代に応じて提供してまいります。

5 13 4 その他
　計画の推進期間を５年に限らず、延長してほしい。 ・本計画の推進期間は５年となりますが、その後もこども施

策に係る取組の成果・課題等を踏まえ、施策を検討し、次期
計画を策定することにしています。

5 14 － その他

　あきたこまちRが自然の放射線より強い重イオンビームを
使っているとネットの情報で分かったが、健康被害に関する
情報が公表されていない。安全が確認されるまで播種させな
いようにするなどの対策が必要ではないか。

・「あきたこまちＲ」はカドミウムを殆ど吸収しない「コシ
ヒカリ環１号」と「あきたこまち」を交配したものに、さら
に７回「あきたこまち」を交配してできた品種で、カドミウ
ムの吸収性以外の性質は「あきたこまち」と同様です。
・「コシヒカリ環１号」は「コシヒカリ」に放射線の一種の
重イオンビームを１度だけ照射し、その後６回世代交代を繰
り返してできた品種であり、重イオンビームの影響で放射性
物質を含んでいたり放射線を発することはなく安全です。
・「あきたこまちＲ」には放射線を照射したことも今後照射
することもなく、選抜を繰り返して育種した多くの品種と同
様、安全なお米です。
　なお、放射線を用いた品種育成は50年以上前から行われ、
米だけでなく多くの農作物が食べられていますが、人の健康
に対する問題はありません。
　詳しくは県公式ウェブサイトを御確認ください。
　（https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/73119）

5 15 － その他
　秋田県独自で作られたものに使える地域振興券を刷っては
どうか。

・今回の意見公募の内容には直接関係がないため、回答は控
えさせていただき、今後の参考とさせていただきます。

5 16 － その他

　急な怪我や病気で基本理念が実現し続けることができない
時もあるので、病気やケガや年で動けない人の大小便を貯め
て、一定量になったら大小便器に流しに行ったり、体を清潔
に保つために清潔な紙で髪や体を洗うことができる自律した
機械を作ったりしてはどうか。

・今回の意見公募の内容には直接関係がないため、回答は控
えさせていただき、今後の参考とさせていただきます。

5 17 － その他
　人手不足の会社をボランティアで仕事で手伝えることがで
きるように前もってトレーニングし、技術継承にも繋げるよ
うにしてほしい。

・人を雇用するにしても、ボランティアを活用するにして
も、仕事を教えることに関しては、各企業が自ら考え、自社
に適した方法で行うべきものと考えます。

5 18 － その他

　秋田県独自の文化、礼儀や祭りの歴史を観光資源にして、
外国から人が来すぎて困ることがないように、秋田への入圏
規制して観光客を呼び込んだり、選択して希望した人だけが
国際理解できるようにしてほしい。

・秋田県の伝統文化・歴史を観光資源として捉え、魅力的な
観光コンテンツとなるよう磨き上げに努めてまいります。ま
た、インバウンドの受入態勢の整備に当たっては、ＤＭＯや
観光・宿泊事業者等と情報共有を図りながら、外国人旅行者
の円滑な受入を促進し、持続観光な観光地づくりを目指して
まいります。
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

　秋田県内のネオニコチノイド系農薬とグリホサート系除草
剤の使用禁止とオーストラリアのコンタクトオーガニクス社
の除草剤セーフティの輸入販売と有機物肥料を使った自然に
も人にも優しい農家の育成と支援をお願いしたい。
　秋田県内で人や虫や土に害のないものを研究開発する支援
と健康被害がない農薬や除草剤を生産できるような支援、化
学物質を使わない有機物肥料と自然農薬で作った作物を作る
農家の育成、有機物肥料や水田用除草機購入支援もお願いし
たい。
　秋田県内の郡部、僻地に生まれた子供でも、自宅に住み続
けて家族と暮らし、家族のサポートを受けながら当人の学力
に応じてふさわしい高校教育を受ける機会を持てるような施
策が盛り込まれることを望む。
　高校までは、自分が生まれ育った地域に家族で暮らしなが
ら、かつ、能力に応じて望む進路を目指すことができる高校
教育を受けられるよう、秋田県内の高校（特に進学校）にお
いて遠隔授業を取り入れた教育を整備・対応してほしい。

7 21 － その他
　子育て等に関わる企業の誘致や企業支援も含めるべき。 ・企業誘致や企業支援は、県政運営の最上位の計画である

「新秋田元気創造プラン」において、重点戦略の一つとして
位置づけており、引き続き取組を進めてまいります。

7 22 2 指　標

　子育て家庭への経済的支援の目標について、「ふつう」も
回答した割合に含んだ理由は何か。
　「ふつう」には肯定的な意見と否定的な意見の両方が含ま
れている可能性があると思うので、目標値を上回った結果を
単純に肯定的に評価できないと思う。

・本県では、「十分」、「やや十分」、「ふつう」までを肯
定的な御意見として捉えて指標を設定しております。
・当該指標は、現行の第３期すこやかあきた夢っ子プランで
も使用しているものであり、同プランからの継続的な変化を
把握していく必要があることから、本計画においても同様の
指標を設定しております。

7 23 8 その他

　理想とするこどもの人数が持てないと思う理由にお金がか
かりすぎるとあるため、秋田県の賃金水準のデータも掲載し
てはどうか。

・子育てや教育にお金がかかりすぎるとの認識の要因は、子
育て家庭の状況によって多岐にわたると考えられるため、賃
金水準のみがその要因であるとの誤解を県民の皆様に与えな
いよう当該データの掲載は控えさせていただきます。

7 24 9 その他

　学校行事等の様々な機会とあるが、学校は働き方改革を進
めているので、限界があるのではないか。
　地域の人達との交流を促進するのは良いが、秋田県は主た
る担い手について、どう考えているか。

・学校行事はあくまでもひとつの例示として記載したところ
であります。人口減少が進み、人的資源が限られてくる中
で、こどもと地域等の交流促進については、行政だけではな
く、地域や民間団体等と協働して進めていく必要があると考
えています。

7 25 10 その他

　世帯主の年代別世帯所得の傾向のデータについて、H29と
R4で控除金額に差はあるのか。

・H29とR4の就業構造基本調査（総務省）における結果であ
り、算出方法は各年度とも同じです。なお、当該調査での世
帯所得とは、世帯主、世帯主の配偶者及びその他の親族世帯
員が通常得ている過去１年間の収入の合計となります。

・遠隔教育につきましては、各校において学校の実情に応じ
た学習支援体制の構築に向けた遠隔教育の実施方法や内規の
改訂等について検討しております。秋田県内では、地域によ
り定員充足率に大きな差があり、小規模校化が進んでいる学
校も見られることから、県教育委員会といたしましては、遠
隔教育等を活用した小規模校の教育活動の充実について検討
していく必要があると考えております。

19 － その他5

6

・作物や農地に使用できる農薬は、登録申請に基づいて国が
防除効果や安全性等の審査を行い、登録されたものに限られ
ます。
　なお、現在登録されている農薬の一部では、安全性等につ
いて再評価が行われております。
・また、環境に配慮した農業を推進するため、国ではよりリ
スクが低い農薬を含めた防除方法の開発等を推進しており、
県でも有機農業への取組支援のほか、化学肥料の低減や有機
農業の拡大に資する機械への助成を行っております。

20 50 教育・保育
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

7 26 11 共育て

　男性の家事育児への「参画」とあるが、参画は言葉の定義
を考えると、適切ではないと思う。
　また、家事・育児は保護者（両親）が行うのが当然だと思
う。

・男性の家事・育児については、自らの意思決定に基づいて
積極的に行う必要があるという考えから「参画」という言葉
を使用しております。
・家事・育児は御指摘のとおり、性別に関わりなく共同して
行う必要があるため、男性・女性の分担意識自体を変えてい
く必要があると考えております。

7 27 11 共育て

　育児休業取得率という男性の時間を単に増やすことを結論
づけるようなデータではなく、お金がかかりすぎるというア
ンケート調査結果を踏まえ、賃金上昇や経済成長も加味し、
企業における両立支援のための措置状況や勤務実態などの勤
労データとクロスした集計が必要ではないか。

・本計画では、「県内民間事業所における男性の育児休業取
得率」を指標に定めておりますが、単に男性が育児休業を取
得すれば良いというわけではなく、その時間を活用して積極
的に家事・育児を行い、家族等と子育ての喜びや大変さを共
有し、家族の絆を深めていくことが重要と考えております。
・仕事と子育ての両立支援・措置状況は、「労働条件等実態
調査」によるものであり、具体的な勤労データとクロスした
集計をすることは困難と思われますが、今後の参考とさせて
いただきます。

7 28 11 その他
　妻のみ1時間30分増加しているが、その要因は何か。 ・明確な要因は不明ですが、コロナ禍による保育所等の休園

などによる育児時間の増加が要因の一つではないかと考えて
います。

7 29 15 教育・保育

　過保護と過干渉について、それをもって教育力が低下して
いると言えるのか。教育の現場にいる先生などの調査はない
のか。
　単に割合の多さではなく、客観性の少しでもある設問を吟
味して、結論を得るべきだと思う。

・「家庭教育に関する調査」は、平成18年度から５年おき
に、保護者を対象に実施しているものであり、経年変化の状
況を見取るために、調査項目・設問を大きく変えることなく
実施しているものです。しかしながら、今後の調査において
は、御意見を参考にしつつ、社会情勢等の変化も踏まえたう
えで、項目・設問等について検討を進めてまいります。

7 30 17 その他
　地域の連帯感の希薄化という言葉の意味がよく分からな
い。

・分かりにくい表現であるため、「地域のつながりの希薄
化」に修正いたします。

7 31 17 教育・保育

　スマートフォン等を所持する数と共に、所持する理由も重
要でないか。
　売る側へのアプローチを強化した方が良いと思う。完全に
同じ事例ではないが、高齢者のドライバー問題では、車を売
る側のモラルも問われた。
　適切な利用について啓発していくとあるが、誰がどう適切
だと判断するのか。

・インターネット利用実態調査は、スマートフォン等を活用
したインターネットの利用実態を把握した上で、ＳＮＳ等の
適切な使い方についての啓発や指導に生かすために、年１回
調査を実施しており、御意見を踏まえて、次年度調査に向け
て調査内容について検討してまいります。
・こどもの適切なインターネットの利用に向けては、保護者
や教職員等を対象とした講座において、生活習慣の乱れやＳ
ＮＳ上のトラブル等につながった事例を具体的に示しながら
注意を促すなどにより、健全利用の啓発を行っております。
・また、ネットパトロールを実施し、インターネット上の不
適切な投稿を検索することでトラブルの抑制を図っておりま
す。

7 32 20 その他
　国際化の進展は、地域で対応できる内容なのか。 ・当該箇所は現状と県の姿勢を示したものであり、地域に対

応を求めるものではありません。
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

7 33 24
こどもの権

利

　子どもの声を聞いて、反映できる工夫をお願いする。 ・「施策項目１：こども・若者が健やかに成長できる環境整
備」中、「施策１：こども・若者が権利の主体であることの
社会全体での共有等」の「③こども・若者の意見表明の機会
の確保」においてこども・若者等が安心・安全に意見を述べ
る機会をつくり、その意見をこども施策をはじめ、県の施策
の策定・実施・評価に生かしていくこととしております。

7 34 37
こどもの安
全確保

　やまびこ電話は良い取組だと思うが、メールやLINE等でも
対応できないのでしょうか。
　インターネットの健全利用や性被害等の防止は、地域差が
でないようにしてもらいたい。地域における支援体制の充実
と共に、最低限の支援体制は一律で整えるべきだと思いま
す。

・やまびこ電話のほか、電子メールによる各種相談を受け付
けており、少年に関する相談についても受理しております。
一方、SNSについては、規定上、情報発信だけが可能です。
・性被害防止等の取組は、各警察署で地域の実情に即し、工
夫を凝らしながら実施されております。
効果的な施策等については、警察本部を通じて各警察署に
フィードバックするなど情報共有を図っております。また、
少年の非行防止及び保護活動については、少年育成支援官に
よるきめ細かい支援体制を整えております。
・ネットの健全利用のための保護者や教職員等に向けた啓発
講座とネットパトロールについては、県内の特定の地域で実
施しているものではなく、全県を対象に実施しているもので
す。今後も地域差が生じることのないよう、取組を進めてま
いります。

7 35 38
こどもの安
全確保

　警察官以外の地域の人に頼った制度には限界が来ると思
う。人口減少や共働き世帯の増加と言っている一方、地域で
取組を継続するというのは、可能なのか。
　地域に頼る前に、既存システムや仕組みの抜本的な見直し
を検討すべき。
　秋田県警は公開型GISをホームページで公表しているが、
そこから実際の事故を把握し、改善する取組はしないのか。
　地域の危険箇所の点検とあるが、実際に危険だと思う箇所
を伝えても、基準に満たないと行政側から返さる。基準の改
定など、行政側の仕組み見直しをお願いしたい。

・県警察では、少年警察ボランティアとして少年保護育成委
員等を委嘱しておりますが、活動の主体はあくまでも警察で
す。少年警察ボランティアは、警察と連携し、地域に根ざし
た取組を展開しております。
・警察官及び少年育成支援官については、地域の情勢を踏ま
え、適正配置に努めているほか、活動重点等についても、そ
の都度見直すなど適正化を図っています。
・県警察では、公開型ＧＩＳにより交通事故の発生場所や傾
向を公開することで、県民の交通事故防止対策に役立ててい
ただいております。
・県警察本部、各警察署においても同様の分析により諸対策
を進めているところです。
・今後も県民の皆様からいただいた意見や要望を踏まえなが
ら、内容の更なる充実化や交通安全活動への反映に努めて参
りたいと考えております。
・地域の危険箇所の点検については、特に通学路において、
教育委員会や小中学校の教員等の学校関係者、道路管理者、
管轄する警察署の３者で実施しており、それぞれの立場で対
策を講じています。また、危険箇所の通報については、実際
に現場を見た上で、場合によっては道路管理者や地元市役所
等に依頼することもあります。
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

7 36 39 保健・医療

　コンセプションケアの用語解説をお願いする。
　女性健康支援センターは初めて聞いたが、企業や、学生、
外国人へ周知すべき重要な施設だと思う。

・コンセプションケアとは、男女を問わず、性や妊娠に関す
る正しい知識を身につけ、健康管理を促す取組をいいます(本
計画の用語集に掲載）。
・県女性健康支援センターは生涯を通じた女性の健康の保持
増進を図るため、思春期から更年期に至る女性の身体的・精
神的な悩みに気軽に相談できるようSNS等を活用した相談支援
等を行っています。相談先QRコードを掲載した啓発カードを
県内の中高生に配布したり、商業施設にステッカーを貼付し
ているほか、LINEやSNSを利用した広告で今後も周知してまい
ります。

・新生児聴覚検査については市町村が実施主体ですが、県で
は検査事業の普及啓発に努めるとともに、検査医療機関から
の報告をもとに、精度管理を行っています。また、聴覚検査
の結果、障害が疑われる場合など、必要に応じ言語聴覚士を
派遣し、その費用を県が負担しています。
・先天性代謝異常症及び先天性甲状腺機能低下症（クレチン
症）は、放置すると知的障害等の症状を起こしたり、生命を
脅かす重篤な状態に陥る場合があります。このため、新生児
（生後４～６日）の血液検査によって異常を早期に発見し、
適切な治療を行うことにより、障害の発生や生命の危害を防
止する目的で検査を行います。県ではこの検査費用を負担し
ているところですが、引き続き障害を早期に発見し、できる
だけ早い段階で適切な治療や療育を受けられる体制を整備し
てまいります。

・乳幼児健康診査のうち、１歳６か月児と３歳児の健康診査
は市町村に実施が義務づけられており、それ以外の月齢につ
いても、県内の市町村は複数の月齢での乳幼児健康診査を実
施しています。計画に記載しました５歳児健康診査は、令和
５年度に国で事業化した新しい幼児健康診査となりますの
で、切れ目のない支援につなげるためにも、今後、多くの市
町村が実施できるよう働きかけてまいります。

7 38 41 保健・医療
　こどもの急病の電話相談は助かるが、言葉では伝えられな
い部分もあるので、テレビ電話やLINE電話等に対応して欲し
い。

・御意見については、相談に係る症状の内容等を踏まえ、検
討を進めてまいります。

　新生児への検査は重要であることから、様々なスクリーニ
ングは早めの段階でお願いしたい。
　健康診断は学校では義務であり、乳幼児健康診査も義務化
して良いと思う。働きかけなどといった消極的なものではな
く、条例制定など、少ない子どもを守る、先進的な取組が必
要である。

37 41 保健・医療7
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

7 39 42 保健・医療

　「あきたリトルベビーハンドブック」を配付し、母親や家
族の心理的負担の軽減を図るとあるが、実際にこの配付で軽
減されるのか。
　医師に気軽に相談できる体制を検討して欲しい。

･低出生体重児は、成長や運動機能の発達が未熟な場合が少な
くなく、母子健康手帳に記録しづらい項目があるため、自責
の念や不安感などを抱きやすいという当事者の声を受け、ハ
ンドブックの作成が全国展開されてきたという背景がありま
す。こうしたことから、県では作成過程において、当事者の
方の御意見も反映させたものとしています。今後は、ハンド
ブックを通し、必要に応じて、お子さんに関わる行政や保健
医療福祉等の関係機関が情報を共有し、切れ目のない支援や
連携ができるよう、周知等の働きかけを行ってまいります。
・乳幼児健康診査は、日頃の悩みを医師に気軽に相談できる
貴重な機会と認識しておりますので、是非その機会を御活用
いただければと思います。

7 40 44 教育・保育

　教育や保育等の提供について、量で一律に判断せず、多様
な質やサービスなど、利用者目線で判断して欲しい。

・教育・保育等の提供については、国の示す基本指針等に基
づき、市町村子ども・子育て支援事業計画において量の見込
みと提供体制の確保の内容等を定めることとされています。
・提供するサービスの内容や質につきましては、市町村とも
連携しながら、その向上に努めてまいります。

7 41 47 教育・保育
　県のウェブサイトでの公表は市町村にも共有し、自治体の
LINE等のサービスで住民にも共有して欲しい。

・教育・保育情報等の公表方法につきましては、今後の参考
とさせていただきます。

7 42 47 その他

　延長保育はありがたいが、退勤時間によっては、渋滞に巻
き込まれる。子育てに限らず、渋滞による時間のロスは、社
会的・経済的損失である。車社会の秋田で子ども施策も道路
施策と不可分一体だと感じるので、連携をお願いしたい。

・道路の渋滞に関しまして、国、県、市町村、警察、トラッ
ク協会等で構成される協議会を設置し、現況調査や対策案の
検討を行っております。信号現示の調整や企業の時差出勤に
より渋滞状況が緩和された箇所もありますが、引き続き渋滞
対策に関する道路整備を進めるとともに、関係機関と連携
し、渋滞の解消に向けて取り組んでまいります。

7 43 48 教育・保育

　ベビーシッターは機動的に利用できるので、良い事業だと
思うが、秋田県のベビーシッターに対する考えをご教示願い
たい。
　隣人に預かってもらうことなどは物騒で出来ない時代に
なったため、契約に基づくベビーシッターを推進しても良い
のはないか。
　ベビーシッター事業をしている人から、認可がされにくい
と聞いたことがあり、秋田県として、多様な保育の形態につ
いて、事故等の問題はあるかと思うが、どのように考えてい
るのか。

・児童福祉法において認可外保育施設の一種として位置づけ
られる、いわゆるベビーシッターにつきましては、昨年９月
現在、県内で５事業者となっております。
・同様の施設に市町村が認可する居宅訪問型保育事業があり
ますが、こちらは受入対象となるこどもに保育の必要性があ
るものの、障害や疾病等により集団保育が著しく困難な場合
やひとり親であるなどの条件があり、保育計画書の作成が必
要となるなど、運営の条件が厳しいことから、県内に活動す
る事業者はありません。
・認可外のベビーシッターには、利用者の多様なニーズに対
応して柔軟に保育サービスを提供できる利点がありますが、
昨今の事故や事件を受けて、こどもの安全の確保には万全を
期す必要があることから、これまでも市町村で助言・指導を
行うとともに、定期的な立入調査等を実施しております。
・県としましては、今後も市町村が行う就学前教育・保育の
提供等に対して必要な支援を行ってまいります。
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意見者 No.
素　案
該　当
ページ

分　類 意 見 の 概 要 県の考え方・対応

7 44 49 健康づくり

　食育へ支援するなら、良質な食を提供するような企業誘致
や支援を行うべきだと思います。せっかく農業県で豊富な資
源があるので、生活に浸透させる施策を実施してはどうか。

 ・本県では、食環境の整備を図るため、飲食店やスーパー等
における減塩や野菜・果物摂取に配慮したメニューづくりを
促進するとともに、減塩と野菜摂取増加のための普及啓発を
企業や地域の直売所等と連携して行っています。
・御意見を参考に、関係機関と連携を図りながら、望ましい
食習慣の定着に向けた取組を更に進めてまいります。

7 45 53
居場所づく

り

　児童会館の図書室について、本もイスも机も書架もすべて
古い。読書活動の推進と言いながら、子育て世帯が使う施設
があのような状況で問題ないのか。本は増やしていると聞い
たが、その他設備等の更新時期について、教えて欲しい。
　秋田県児童会館の機能充実とあるが、言葉だけだけではな
いか。
　委託事業者に意見したが、予算に限りがありやりたいこと
も出来ないとのことだったので、秋田県は利用者視点で予算
を確保すべきだと思います。
　山形県は市町村対応とは言え、全天候型の大型施設が増え
たのに、秋田では既存施設の改善すら怪しく、早急に対応す
べきである。

・児童会館は、開館から44年が経過し、建物や設備も経年劣
化しており、これまでも屋根やトイレ、非常放送設備、暖房
用温水管、緞帳など様々な箇所の修繕を行っております。
・絵本については、読み聞かせをするのにふさわしく、「あ
ふれちゃんのえほんばこ」として選定された絵本を毎年50冊
以上購入し、児童会館で貸し出しているほか、図書館担当の
職員が選定した本を購入するなど、図書の確保に努めており
ます。
・遊び場をはじめとした子育て支援施設に関しては、基本的
には市町村が設置するものでありますが、県としても、他県
の好事例の紹介を含め、働きかけや情報提供をしてまいりま
す。
・また、県の児童会館につきましても、今後遊び場としてど
ういった機能を求められるかという点について検討が必要と
考えております。

7 46 56 その他
　情報を日本語以外でも発信してはどうか。今の子ども達の
方が、大人より英語力が高いと思う。

・御意見の一つとして参考とさせていただきます。

7 47 58
高等教育
就職支援

　高等教育機関の強化とあるが、単体の大学への支援しか書
いていない。文科省では、地域連携プラットフォームや高等
教育へのアクセス確保を示しており、国と乖離しているよう
に見えるが、どうか。
　高等教育機関とありますが、専門学校への施策はないの
か。
　県内の看護系大学・短大とは、秋田大学、日赤看護大学・
短期大学、秋田看護福祉大学の3大学という理解でいいか。
この３大学・短大ではない場合、選定した理由を教えて欲し
い。
　選定している場合、教育研究の場を確保するという目的は
全ての大学・短期大学に言えることではないか。

・高等教育機関の強化については、「施策６：多様な学びの
機会の提供」の「②高等教育機関による学びの機会の提供」
（60ページ）に記載のとおり、県内の大学等高等教育機関が
連携して行う取組である高校生向けの高大連携授業や県民を
対象とした公開講座の開催等について、それぞれの高等教育
機関の特色を生かした多様な学びの機会の提供を支援してい
ます。
・専門学校への施策については、「施策４：高等教育の修学
支援、高等教育の充実」の「②高等教育機関の機能の強化
等」（58ページ）に記載のとおり、学生が積極的な社会参加
や地域貢献につながる取組を行う私立大学等を支援してお
り、「等」に専門学校が含まれています。
・県内の看護系大学・短大は、日本赤十字秋田看護大学、日
本赤十字秋田短期大学、秋田看護福祉大学の３校です。秋田
大学は国立大学であり運営支援は国が行っていますが、県も
個別の取組等への支援を行っております。スペースの関係か
ら、全ての支援等を記載することは難しいものの、県内高等
教育機関に対しては広く支援を行っているところです。
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7 48 62
ライフデザ
インの形成

　ワークライフバランスで普及啓発とあるが、秋田県の現状
に対して、それでは遅い。もっと実効性のある施策を展開す
べきだと思う。

・ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、普及啓発のほ
か、企業を対象とした男性の家事・育児推進セミナーやジェ
ンダーギャップ解消を目的としたワークショップの開催等に
より、様々な取組を実施しているところです。

7 49 67 その他

　こどもの権利について、秋田赤十字乳児院は子どもの砦と
して重要である一方、災害時に避難場所の確保や移動に苦労
したり、設備や物資が十分ではなかったりすると聞いてい
る。赤十字社との連携など秋田県はどのように考えているの
か。

・災害時などには、市町村が避難所を開設することとなって
おりますが、県でも避難したこどもたちへの対応として、粉
ミルクやほ乳瓶、こども用紙おむつ等の物資を、市町村と連
携して備蓄し、不足時には提供することとしております。
・また、避難所の運営時には、避難者の健康状況等の把握を
行い、空調設備や多目的トイレ等が整備された居住環境の良
い施設等への移動も含めた配慮を行うよう、市町村に働きか
けております。
・なお、県では災害対策本部に、日本赤十字社秋田県支部か
らリエゾン（情報連絡員）の派遣を受け、情報を共有しなが
ら、連携した災害対応を行っております。

7 50 77 子育て支援
　高齢者と幼児のふれあいなど、秋田の現状に対応した、先
進的な取組を期待する。

・本県の現状や課題を踏まえながら、多世代が子育て家庭を
支える取組を研究してまいります。

7 51 79 子育て支援

　出産家庭への支援では、少子化は分かるのでメッセージは
不要である。現実的な施策を期待する。

・出産家庭などの子育てを県を挙げて応援しているメッセー
ジをリーフレットに記載するとともに、その裏面に、保育料
の助成や子育て情報を発信するＳＮＳアカウント等のＱＲ
コードなども掲載し、県の子育て支援施策を知ってもらう
きっかけにもなるよう配付しております。

7 52 79 子育て支援

　負担軽減では所得制限しないで欲しい。中間層や働く世帯
の意欲を奪っていると思う。

・経済的支援における所得制限については、それぞれの事業
目的などを勘案して設定しておりますが、経済的支援である
以上は、一定の制限は必要であると考えています。なお、保
育料は応能負担の制度であるため、その助成についても応能
負担の制度としているところであります。

7 53 79 共育て

　企業における両立支援ですが、現実的には人手不足により
雇用者側から就業の要請が多いと推察される。財政支援や広
報、人事上のメリットを県独自で展開すべきである。

・本県では、企業経営者等を対象とした研修会やセミナー
を、女性活躍や仕事と子育て等の両立支援をテーマとして実
施しており、採用や離職防止につながるなどのメリットにつ
いても周知しています。
・また、国の両立支援等助成金等についても周知を行ってい
るところであり、引き続き両立支援に向けて取り組んでまい
ります。
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7 54 81 指　標

【指標：歩道整備率】
　歩道整備率だけで事故が防げると思えないので、客観的指
標として事故発生率も加えるべきである。
　歩道整備率の1％増は、どれくらいの歩道整備量なのか。
　歩道整備と共に冬期間の歩道除雪も検討して欲しい。

・御意見のとおり、単なる歩道整備だけではなく、警察、教
育委員会、学校や道路管理者等の関係機関が連携し、ハー
ド・ソフトの両面から必要な対策を行うことが、通学路にお
ける交通事故の抑制につながると考えています。しかし、県
管理道路における通学路の交通事故発生率については指標が
ないため、今後指標として追加すべきか検討してまいりま
す。
・歩道整備率における１％は、およそ９ｋｍの歩道整備を表
しています。厳しい予算制約のなかではありますが、道路課
所管の交通安全対策事業として、通学路合同点検結果におけ
る未対策箇所の歩道整備を重点的に行っているところであ
り、今後も安全な道路交通環境の整備に努めてまいります。
・歩道除雪については、交通量が多い箇所や通学路について
重点的に行っており、引き続き冬期の安全な歩行者空間の確
保に努めてまいります。

7 55 83 指　標

【指標：地域子育て支援拠点年間利用件数】
・子育て支援拠点は利用者数ではなく。利用者の満足度を測
るべきではないか。
・利用者数を5年間で1000人増やして、子育て世帯の課題の
何に寄与するのか。

・当該指標は、現行の第３期すこやかあきた夢っ子プランで
も使用しているものであり、同プランからの継続的な変化を
把握していく必要があるため、本計画においても同様の指標
を設定しておりますが、今後の参考とさせていただきます。
・子育て支援拠点については、市町村が子育て家庭や地域の
ニーズに応じて適切に実施できるよう、県としても引き続き
支援してまいります。

7 56 83 指　標

【指標：一般事業主行動計画策定企業数】
・企業数ではなく、割合にしないと、全体でどれくらいか不
明である。

・分母となる100人以下の企業数については、国が実施する経
済センサスにより把握可能でありますが、毎月及び毎年調査
を行っていないため、指標の経過確認ができないことから割
合を指標とするのは難しいと考えます。

7 57 83 指　標

【指標：県内民間事業所における男性の育児休業取得率】
・男性の育休取得率だけで、企業が子育て世帯を支えている
と言えるのか。アンケートやデータなどに基づく、現実的で
実効性のある施策が展開できるような指標を設定して欲し
い。

・令和５年度のアンケート調査によると、理想のこどもの人
数を実現するために経済的支援以外に必要なことの第１位が
「子育てに理解ある職場づくり」で84.5％、第２位が「パー
トナーの家事・育児への参画」で63.9%という結果となってい
ることから、企業における両立支援については、男性の育児
休業取得率のほか、次世代法や女活法に基づく一般事業主行
動計画策定企業数を指標に設定することで施策の進捗状況を
把握することとしています。
・現在、家事・育児時間を把握することができるのは、国が
５年に１度実施している「社会生活基本調査」のみであり、
本計画の実施期間とは一致していないことから、今回の指標
への設定は見送ることとしたところですが、県では、現在、
家族やパートナーと家事を分担する「とも家事」の推進にも
力を入れているところであり、企業の理解促進と合わせて取
組を進めてまいります。
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8 58 50 健康づくり

　薬物乱用防止教育等の推進について、「警察や薬剤師等の
専門家を講師とした薬物乱用防止教室の開催や、学校におけ
る教科等の教育活動等を通して、喫煙・飲酒・薬物に関する
正しい知識の普及と適切な行動選択ができる能力の向上を図
ります。」とあるが、子どものいる場所（特に家庭内など、
また利用施設や屋外でも）での喫煙・タバコ（受動喫煙）は
止めるべきことの周知徹底と施策規制がより一層必要であ
る。

・県では、法令や条例に基づき受動喫煙防止対策を進めてお
り、様々な機会を通じて受動喫煙に関する周知啓発を行って
おります。
引き続き、子育て世代を始めとした県民の方に対して受動喫
煙防止に関する周知啓発を行っていくほか、児童生徒にたば
こに関する正しい知識を身につけていただくための取組を実
施してまいります。
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